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『
金
光
明
経
』

の
受
用
と
飛
鳥
仏
教田

村

園

澄

大
臣
蘇
我
氏
と
『
金
光
明
経
』

向
日
極
天
引
紀
元
年
七
月
条
に
、
大
臣
蘇
我
蝦
夷
が
祈
雨
の
法
会
を
営
ん
だ
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

戊
災
（
廿
五
日
）
、
群
臣
相
語
之
目
、
随
二
村
々
祝
部
所
教

或
殺
ニ
牛
馬
一
祭
ニ
諸
社
神
一
、
或
頗
移
レ
市
、
或
時
ニ
河
伯
－
、

既
知
…
ニ
所

効
＼
蘇
我
大
臣
報
目
、
可
下
於
勾
一
寺
寺
一
転
中
読
大
衆
経
典
上
、
悔
レ
過
如
ニ
仏
所
説
一
、
敬
市
祈
レ
雨
、
民
辰
ハ
廿
七
日
）
、
於
ニ
大
寺
南
庭
一

厳
コ
一
仏
菩
薩
像
興
－
両
日
天
王
像
、
回
I

二
請
衆
僧
一
、
読
エ
大
雲
経
等
二
子
時
蘇
我
大
国
手
執
ニ
香
鍾
－
、
焼
レ
香
護
服

山
保
我
蝦
中
央
に
よ
る
仏
教
の
法
会
も
、
雨
を
降
ら
せ
る
と
と
が
で
き
ず
、
読
経
は
停
止
せ
ら
れ
た
が
、
八
月
に
な
っ
て
虫
極
天
皇
が
南
淵
の
河

上
に
至
り
、
天
神
地
祇
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
大
雨
を
得
た
と
い
う
。
右
の
記
事
を
歴
史
的
事
実
と
見
ず
、

①
 

解
も
あ
る
が
、
し
か
し
全
く
否
定
し
去
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
大
臣
蘇
我
蝦
中
央
が
、

『
書
紀
」
の
編
者
の
造
作
と
す
る
見

「
土
守
々
」
に
お
い
て
経
典
の
転
読
を
行
わ
し
め
る
と

と
も
に
、

「
大
寺
」
に
お
い
て
み
ず
か
ら
呑
舗
を
執
り
、
呑
を
焼
い
て
雨
を
祈
っ
た
の
は
、
乙
の
時
期
に
お
い
て
、
仏
法
興
隆
の
主
導
権
を
掌

握
し
て
い
た
大
臣
蝦
夷
の
姿
を
、
遺
憾
な
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
金
光
明
経
』
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）
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と
こ
ろ
で
、
寺
々
と
相
い
呼
応
し
、
か
つ
大
臣
蘇
我
蝦
夷
が
参
加
し
て
祈
雨
の
法
会
が
修
せ
ら
れ
た
「
大
寺
」
と
は
、
ど
の
寺
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
か
。

「
日
本
紀
標
註
』

『
日
本
書
紀
通
釈
』
は
、
い
ず
れ
も
百
済
大
寺
に
擁
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
好
明
天
皇
十
一
年
（
六
三
九
）

に
着
工
せ
ら
れ
た
百
済
川
畔
の
百
済
寺
は
、
そ
の
造
営
も
容
易
で
な
か
っ
た
ら
し
い
。
右
の
祈
雨
の
法
会
が
行
わ
れ
た
こ
ケ
用
後
に
、

詔
ニ
大
臣
－
日
、
股
思
三
欲
起
こ
造
大
寺
＼
宜
レ
護
ニ
近
江
興
レ
越
之
了
一
、
畑
一
報
。
」
と
あ
る
の
は
（
桔
脂
綿
一
苅
年
）
、
百
草
寸
造
営
の
本
格
的
な
開
始

の
時
期
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
‘
皇
極
天
皇
元
年
当
時
、
百
済
寺
が
、
祈
雨
の
法
会
を
営
み
う
る
ほ
ど
唆
功
整
備
し
て
い
た

「
天
皇

と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
祈
雨
の
法
会
が
、
蘇
我
蝦
夷
の
発
意
で
あ
り
、
し
か
も
蝦
夷
自
身
、
香
を
焼
い
て
雨
を
祈
っ
た
ζ

と
、
お
よ

ぴ
蝦
夷
の
要
請
に
よ
り
、

「
諸
寺
」
に
お
い
て
も
法
会
が
行
わ
れ
た
ζ

と
か
ち
推
し
て
、

「
大
寺
」
は
蘇
我
馬
子
の
創
建
に
か
か
る
怯
興
寺
で

あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
日
法
興
寺
は
、
蘇
我
氏
の
私
寺
で
は
あ
る
が
、
そ
の
寺
名
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
仏
法
興
隆
の
中
心
的
地
位
に
あ
っ

Tこ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
法
興
寺
お
よ
び
詰
寺
の
祈
雨
の
法
会
が
、

「
金
光
明
経
』
の
所
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
と
で
あ
る

『
金
光
明
経
』
に

よ
れ
ば
、
毘
沙
門
天
主
・
提
頭
頼
町
天
王
一
・
昆
阿
南
勅
叉
天
王
・
毘
留
博
叉
天
王
の
四
天
王
が
、
答
属
と
と
も
に
国
土
擁
護
の
任
を
負
う
て
い

る
。
す
な
わ
ち

爾
時
毘
沙
門
天
王
、
提
頭
頼
陀
天
王
、
毘
留
勅
叉
天
王
、
毘
留
博
叉
天
主
、
倶
従
レ
座
起
偏
祖
ニ
右
肩
二
右
膝
著
レ
地
胡
脆
合
掌
、
白
レ
仏

言
、
世
尊
、
是
金
光
明
微
妙
経
典
衆
経
之
王
、
詰
仏
世
尊
之
所
二
謹
念
一
、
荘
ニ
厳
菩
薩
深
妙
功
徳
二
常
為
ニ
諸
天
之
所
ニ
恭
敬
二
能
令
一
一
一
天

王
心
生
ニ
歓
喜
－
、
亦
為
一
－
議
世
之
所
＝
謎
歎
一
、
：
・
：
世
尊
、
是
金
光
明
微
妙
経
典
、
若
在
－
一
大
衆
－
広
宣
説
時
、
我
等
四
王
及
徐
容
属
、
聞
－
一

此
甘
露
無
上
法
味
一
、
増
ニ
益
身
力
－
心
進
勇
鋭
具
一
一
諸
威
徳
一
、
：
：
：
世
尊
、
如
諸
国
王
所
有
土
壌
、
是
持
レ
経
者
若
至
ニ
其
国
＼
是
主
膝
下

当
往
ニ
是
入
所
一
聴
一
一
受
如
レ
固
定
微
妙
経
典
二
同
巴
歓
喜
上
、
復
当
四
議
－
云
恭
三
敬
是
人
二
世
尊
、

＠
 

国
人
民
一
、
為
丙
除
エ
衰
患
－
令
レ
得
乙
安
隠
叩

我
等
四
玉
、

復
当
下
勤
心
擁
ニ
護
晶
玉
及



『
金
光
明
経
』
は
、

「
護
世
の
た
め
に
讃
歎
せ
」
ら
れ
る
。
大
臣
蘇
我
蝦
夷
は
、
法
興
寺
の
南
庭

κ、
仏
・
菩
薩

像
と
共
に
四
天
王
像
を
安
置
し
、
衆
僧
を
屈
請
し
て
祈
雨
の
法
会
を
行
っ
た
が
、
乙
れ
は
「
大
雲
経
日
な
ど
の
説
調
お
よ
び
、

「
衆
経
の
王
」
で
あ
り
、

「
悔
過
」
を
含

ん
で
い
た
。

と
乙
ろ
で
右
の
悔
過
は
『
金
光
明
経
』
に
よ
る
金
光
明
償
法
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

乙
の
儀
則
は
、
仏
座
の
左
K
功
徳
天
の
座
、
右
に
四

天
王
の
座
を
設
け
、
ま
た
読
経
に
あ
ず
か
る
衆
僧
の
座
が
置
か
れ
る
。
行
者
は
香
舗
を
執
り
、
機
悔
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
七
日
七
夜
を
法
と
す

＠
 

る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、

『
金
光
明
経
」
の
受
持
、
供
養
が
行
わ
れ
る
国
土
に
は
、
護
世
の
四
天
王
の
擁
護
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

安
隠
豊
楽
、
人
民
織
盛
、
大
地
沃
壊
、
陰
陽
調
和
、
時
不
レ
越
レ
序
、
日
月
星
宿
、
不
レ
失
ニ
常
度
二
風
雨
随
レ
時
無
ニ
諸
災
横
二
人
民
豊
実

自
足
一
於
九

大
毘
蘇
我
蝦
夷
は
、
法
興
寺
の
南
庭
で
『
金
光
明
経
』
の
織
法
を
修
し
、
み
ず
か
ら
を
行
者
に
擬
し
て
発
願
焼
♂
脅
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
祈
雨
の
怯
会
の
た
め
、
法
興
寺
の
南
庭
に
安
置
せ
ら
れ
た
仏
・
菩
薩
像
は
、
釈
迦
と
脇
持
な
ど
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
四
天
王

像
は
、

こ
れ
ら
の
仏
、
菩
薩
像
と
と
も
に
、
法
飽
（
寺
安
置
の
像
を
一
時
転
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
四
天
王
像
は
、
創
建
当

初
か
ら
法
興
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
金
光
明
経
』
の
将
来
は
、
皇
極
元
年
以
前
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
法

興
寺
創
建
頃
に
ま
で
遡
る
と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
涼
の
曇
無
機
に
よ
る
『
金
光
明
経
』
の
翻
訳
は
、

玄
始
三
年
内
四
一
四
）

よ
り
同
十
五
年
ハ
四
一
一
六
）
の
聞
に
行
わ
れ
た
が
、
梁
・
陳
・
惰
の
時
代
を
通
し
て
、

守
護
国
家
の
経
典
と
し
て
名
王
朝
の
尊
重
を
受
け
、
そ

し
て
恐
ら
く
梁
を
介
し
て
、
百
済
に
も
伝
来
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
飛
鳥
仏
教
は
、
氏
族
仏
教
の
段
階
で
あ
り
、
律
令
国
家
に
対
応
す
る
国
家
仏
教
と
は
、
区
別
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し

か
し
、
百
済
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
は
、
す
で
に
「
金
光
明
経
』
お
よ
び
そ
の
教
説
を
合
ん
で
い
た
と
忠
わ
れ
る
。
大
臣
蘇
我

蝦
夷
に
よ
る
祈
雨
の
法
会
は
、
主
と
し
て
法
興
寺
の
僧
に
よ
っ
て
指
導
な
い
し
修
行
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
市
一
要
な
乙
と
は
、
右
の
祈
雨
の
法

『
金
光
明
経
」
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）
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四

そ
し
て
発
願
者
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
大
臣
蘇
我
蝦
夷
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
祈
雨
の

『
金
光
明
経
』
に
よ
れ
ば
、

会
が
行
わ
れ
た
の
が
、
蘇
我
氏
の
氏
寺
の
法
興
寺
で
あ
り
。

効
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
蝦
夷
み
ず
か
ら
香
鏑
を
執
り
、
呑
を
焼
い
て
祈
っ
た
が
、
と
の
役
割
は
、

家
」
の
主
に

U
身
を
擬
し
た
の
で
あ
る

「
国
王
」
に
則
侍
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
法
興
寺
を
擁
し
、
仏
法
興
隆
の
主
導
権
を
把
持
す
る
大
臣
続
我
蝦
炎
は
、
い
わ
ば
「
叫
抗
議
園

た
だ
し
大
臣
蘇
抗
氏
が
仏
法
興
隆
の
主
導
権
を
把
握
し
、
従
つ
で
、

は
、
国
家
仏
教
形
成
の
契
機
は
未
熟
で
あ
っ
た
と
え
、
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

註

①
凶
作
凶
左
右
士
口
「
日
本
古
典
の
研
究
』
下
、
一
四
八
｜
一
五
O
頁

②
＠
『
金
光
明
経
」
四
天
王
品
、
大
正
蔵
経
、
巻
十
六
、
三
四
0
・
三
四

一頁
正
倉
院
文
書
に
は
、
『
大
宮
一
経
』
（
大
日
本
古
文
音
、
ニ
の
五
五
七
・

五
五
八
頁
、
七
の
二
一
五
頁
、
八
の
一
二
・
五
七
・
一
一
八
・
一
九
八

頁
な
ど
）
、
『
大
雲
経
諾
雨
口
問
』
（
廿
四
の
五
四
五
頁
）
、
『
大
方
等

＠ 

皐
極
天
皇
と
「
金
光
明
経
』

孝
徳
紀
白
焼
元
年
十
月
条
に

是
月
‘
始
造
ニ
丈
六
繍
像
侠
侍
八
部
等
四
十
六
像
一
、

天
皇
が
仏
法
興
隆
の
本
流
か
ら
疎
外
せ
ら
れ
て
い
ろ
段
階
に
お
い
て

① 

大
雲
経
」
（
十
二
の
六
七
・
四
八
三
頁
、
十
六
の
四
七
O
頁
な
ど
）
、

「
大
方
等
大
雲
詣
雨
経
』
（
十
三
の
五
五
一
頁
、
什
四
の
三
九
O
頁〉

「
大
方
等
大
雨
経
世
間
雨
品
』
ハ
十
二
の
五
五
一
一
良
）
、
『
大
震
論
詰
雨

経
」
（
十
の
一
一
五
・
一
四
九
頁
、
十
二
の
六
七
・
四
四
二
・
四
八
四

頁
な
ど
）
の
経
名
が
散
見
せ
ら
れ
る
。

『
国
清
百
録
』
金
光
明
餓
法
、
大
正
蔵
経
、
巻
四
十
六
、
七
九
六
頁

乙
の
と
き
孝
徳
天
患
は
、
難
波
の
大
郡
宮
に
住
ん
で
い
た
。
大
都
は
、
審
客
饗
応
の
殿
舎
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
の
丈

の
記
事
が
あ
る
。



六
繍
像
等
の
造
顕
も
、
難
波
大
郡
宮
で
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
記
事
に
お
い
て
、

「
始
め
て
丈
六
繍
像
：
：
：
を
造
る
」
と
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
天
皐
の
宮
廷
に
仏
像
を
安
置
す
る
慣
行
は
、
情
明

天
皇
の
時
代
に
始
ま
っ
た
。
孝
徳
天
皇
の
難
波
の
官
に
も
、
仏
像
が
奉
安
さ
れ
て
お
り
、
か
の
大
唐
学
問
僧
の
僧
畏
な
ど
が
、
宮
廷
に
出
入
し

て
い
た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
化
コ
一
年
の
七
色
十
三
階
の
冠
位
の
制
定
に
あ
た
り
、

「
此
の
冠
ど
も
は
、
大
会
し
、
饗
客
し
、
四
月

七
月
の
斎
の
時
に
、
着
る
所
な
り
」
と
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
四
月
八
日
の
濯
仏
会
と
七
月
十
五
日
の
孟
蘭
盆
会
陀
は
、
盛
装
し
た
官
人
を
会

し
、
宮
廷
で
法
会
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
始
」
の
文
字
は
、
宮
廷
に
お
け
る
仏
像
の
造
顕
で
は
な
く
、
と
く
に
「
丈
六
細
像
侠

侍
八
部
等
」
の
造
顕
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

き
て
丈
六
繍
像
は
、
六
ヶ
月
後
に
完
成
し
た
。
白
焼
二
年
紀
一
一
一
月
条
に

了
末
、
丈
六
繍
像
等
成
、
戊
巾
、
ワ
祖
同
首
叩
訪
－
一
十
師
等
一
也
訳
文
刷
、

の
記
載
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
丈
六
繍
像
な
ど
の
造
顕
が
、
内
円
相
町
内
川
、
す
な
わ
ち
向
日
制
上
唱
の
発
闘
で
あ
っ
た
乙
と
が
山
察
さ
れ
る
。
内
用

板
は
、
宮
廷
の
女
宵
な
ど
と
と
も
に
、
み

e

す
か
ら
も
繍
像
の
製
作
に
た
ず
さ
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
丈
六
繍
像
の
問
限
に
U

山
泊
さ
れ
た
十
師
は
、

大
化
元
年
八
月
に
任
命
せ
ら
れ
た
十
名
の
僧
で
あ
り
、
推
古
三
十
二
年
以
来
置
か
れ
て
き
た
僧
正
・
僧
都
に
代
わ
り
、
献
我
氏
滅
亡
後
の
仏
教

界
の
指
導
部
を
構
成
す
る
僧
｛
い
で
あ
っ
た
。
十
師
の
な
か
に
は
、
法
興
寺
の
忠
准
（
約
大
法
師
）
の
ほ
か
に
、
国
博
士
の
併
号
、
ま
た
百
済
寺

の
寺
主
の
恵
妙
が
名
前
を
つ
ら
ね
て
い
る

h
f
k
棚
上
♀
．
は
、
天
皇
家
に
も
ゆ
か
り
深
い
当
代
最
高
の
僧
で
あ
る
十
師
を
M
泊
し
て
、
丈
六
繍
像

の
開
眼
会
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
錨
像
の
本
尊
は
、

「
侠
侍
、
八
郎
」
が
同
時
に
造
顕
せ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
釈
迎
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

繍
像
の
開
眼
は
、
一
一
一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
が
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
自
の
氏
寺
の
山
田
寺
（
浄
土
寺
）
の
者
工
も
、
好
明
天
皇
十
三
年
三

月
十
五
日
で
あ
っ
た
可
周
知
の
よ
う
に
理
蝶
会
は
二
月
十
五
日
で
あ
り
、
一
一
一
月
十
五
日
は
一
ヶ
月
お
く
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
唐
代
に
行
わ
れ

「
金
光
明
経
」
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

五



「
金
光
明
経
」
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

②
 

た
仏
牙
供
養
の
結
願
は
、
一
一
一
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
小
乗
上
座
部
の
成
道
会
が
、
三
月
十
五
日
に
決
め
ら
れ
て
い
た
乙
と
も
参
考
に
せ
ら

③
 

れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
皐
極
上
阜
の
発
願
に
か
か
る
丈
六
繍
像
は
、
釈
尊
に
有
縁
の
三
月
十
五
日
の
開
眼
を
予
定
し
て
、
そ
の
前
年
の
十
月
か
ら

ーノ、

造
顕
が
始
め
ら
れ
た
。
な
お
孝
徳
天
皇
の
宮
は
、
同
年
十
二
月
に
、
大
郡
宮
よ
り
新
宮
の
難
波
長
柄
豊
崎
宮
に
選
っ
て
い
る
の
で
、
丈
六
繍
像

の
製
作
も
、
新
宮
の
完
成
を
予
想
し
て
い
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
開
眼
を
終
え
た
丈
六
繍
像
は
、
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
安
置
さ
れ
た

で
あ
ろ
v
っ。

と
こ
ろ
で
天
平
十
九
年
勘
録
の
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
以
下
『
大
安
寺
資
財
帳
』
と
略
称
す
る
〉
に
よ
れ
ば
、
宅
極
天
皇
発
願

の
丈
六
繍
仏
像
は
、
大
安
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

合
糊
仏
像
参
帳
一
帳
高
ニ
文
二
尺
七
寸
広
二
丈
二
尺
四
寸

二
帳
並
高
各
一
一
丈
広
一
丈
八
尺

一
一
眠
像
具
脇
侍
菩
薩
八
部
等
品
川
六
像

す
な
わ
ち
、

右
意
智

天
皇
坐
難
波
宮
而
、
庚
成
年
冬
十
月
始
、
辛
亥
年
春
三
月
造
畢
、
朗
読
者
、

一
帳
大
般
若
四
庭
十
六
会
図
像

一
帳
華
厳
七
庭
九
会
図
像

右
以
天
平
十
四
年
歳
次
壬
午
、
奉
為
十
代
天
皇
、
前
律
師
道
怒
法
師
、
寺
主
教
義
等
奉
造
者

右
の
三
帳
の
う
ち
、
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
繍
仏
像
は
、
由
主
極
上
皇
の
造
顕
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

乙
乙
に
蓑
智
天
皇
と
あ
る
の
は
、
斉
明
天

皇
の
唆
墓
が
、
飛
鳥
越
智
岡
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
向
さ
二
丈
二
尺
七
寸
、
広
さ
ニ
丈
二
尺
四
寸
の
丈
蓋
で
あ
っ
た
と
と
が
知
ら

れ
る
。き

て
右
の
丈
六
繍
仏
像
に
つ
い
て
、

『
書
紀
』
に
は
「
四
十
六
像
」
と
あ
る
が
、

『
大
安
寺
資
財
帳
』
に
は
「
品
川
六
像
」
と
あ
る
。
と
乙
ろ

が
群
書
類
従
本
『
大
安
寺
資
財
帳
』
に
は
、

「
廿
六
像
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
安
寺
金
堂
内
の
諸
尊
、
す
な
わ
ち
、
脇
侍
二
、
四
天
王
四
、



菩
薩
二
、
八
部
衆
八
、
羅
漢
一

O
の
総
数
に
等
し
く
な
り
、
従
っ
て
乙
の
繍
帳
は
、
金
堂
諸
尊
の
設
計
図
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
説

＠
 

か
れ
た
乙
と
が
あ
る
。
ま
た
「
品
川
六
像
」
説
を
と
る
場
合
も
、
そ
の
構
成
が
大
安
寺
金
堂
諸
尊
の
構
成
に
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ

＠
 

れ
て
い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
皇
極
上
皇
発
願
の
丈
六
釈
迦
繍
仏
像
は
、

「
四
天

『
金
光
明
経
』
の
「
四
天
王
品
」
の
所
説
に
依
っ
て
い
る
。
試
み
に
、

主
品
」
に
現
わ
れ
る
天
部
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
※
印
は
二
十
八
部
衆
の
メ
ン
バ
ー
〉
。

四
天
王
ハ
四
像
〉

提
頭
頼
托
天
王

毘
留
勤
叉
天
王
※

毘
留
博
叉
天
王
※

毘
裟
門
天
王
※

八
部
衆
（
八
像
〉

天龍夜
叉

乾
闘
婆
※

阿
修
抑
制
※

迦
槙
級
※

緊
那
経
※

「
金
光
明
経
」
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

七



『
金
先
明
経
』
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

摩
喉
羅
※

八
大
龍
王
（
八
像
）

難
陀
※

政
難
陀

婆
伽
羅
※

和
惰
吉

徳
叉
迦

阿
那
婆
達
多

摩
那
斯

優
鉢
羅

そ
の
ほ
か
に

大
野
天
神
※

功
徳
天
神
※

鬼
子
母
神

堅
牢
地
神

散
指
鬼
神
※

最
大
将
軍

二
十
八
部
鬼
神
大
将

J¥ 



摩
附
首
縦
※

金
剛
密
迎
※

摩
尼
阪
陀
鬼
神
大
将

の
鬼
神
が
あ
る
。

き
て
二
卜
八
部
衆
（
二
八
像
）
と
、
二
十
八
部
衆
に
加
わ
ら
な
い
天
部
（
六
像
）
、
侠
侍
（
二
像
）
、
十
大
弟
子
（
一

O
像
）
を
合
計
す
る
と
、

四
十
六
像
と
な
る
。
な
お
「
丈
六
繍
像
侠
侍
八
部
等
四
十
六
像
」
の
「
四
十
六
像
」
の
な
か
に
は
、
本
尊
の
釈
迦
仏
像
は
A
泊
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

大
化
四
年
紀
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
左
大
臣
阿
伯
倉
悌
麻
呂
は
、
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
案
、
優
婆
夷
の
四
衆
を
郷
波
の
四
天
王
寺
に
請
い
、

仏
像
凹
躯
を
塔
内
に
安
置
し
、
ま
た
霊
鷺
山
の
像
を
造
っ
た
。

附
的
大
臣
、
請
－
両
日
衆
於
四
天
王
寺
＼
迎
三
仏
像
四
躯
二
使
レ
坐
－
一
子
塔
内
二
造
＝
霊
鷲
山
像
一
、
累
－
一
積
鼓
一
為
之
、

右
の
「
仏
像
凹
躯
」
を
、

五
市
一
塔
刊
に
納
め
ら
れ
た
「
小
四
天
四
口
」
と
し
、

⑤
 

ま
た
「
霊
関
山
像
」
を
「
天
宮
一
具
」
と
す
る
な
ら
ば
｜
｜

「
初
章
一
心
性
の
ま
わ
り
に
、
お
そ
ら
く
木
や
鉄
の
骨
組
と
鼓
の
胴
を
多
く
用
い
た
下
地
に
、
遡
造
の
須
弥
山
を
造
っ
た
も
の
で
あ
り
、
須
弥
山

①
 

に
宮
殿
が
い
く
つ
か
置
か
れ
て
天
宮
の
景
観
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
｜
｜
こ
の
記
事
に
対
応
す
る
の
は
、

『
金
光
明
経
』
の
次
の
条
で

ホ…～ヲ匂。
爾
時
四
王
、
白
レ
仏
言
、
世
尊
、
：
：
：
是
諸
人
王
於
ニ
説
法
者
所
レ
坐
之
処
一
、
為
一
一
我
等
－
故
焼
二
種
穐
呑
一
供
二
護
是
経
一
、

是
抄
存
気
、
於
＝

一
念
切
｝
即
至
ニ
我
等
諸
天
宮
殿
一
、
其
呑
即
時
変
成
ニ
季
五
二
其
呑
微
妙
金
色
晃
耀
、
・
・
・
是
香
主
流
光
明
亦
照
二
一
切
前
天
宮
殿
ぺ
、

人
王
が
、

『
金
光
明
経
』
を
受
持
す
る
四
衆
を
恭
敬
し
、
ま
た
説
法
者
の
坐
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
香
を
焼
き
、
乙
の
経
典
を
供
莞
す
る
と

き
、
乙
の
来
日
は
変
じ
て
香
車
と
な
り
、
四
天
王
の
宮
殿
に
至
る
の
み
な
ら
ず
、

一
切
諸
天
の
宮
殿
を
照
ら
す
、
と
説
か
れ
る
が
、
琳
内
の
「
霊

『
金
光
明
経
』
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

九



『
金
光
明
経
」
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
〉

。

鷲
山
像
」
は
、
す
な
わ
ち
「
諸
天
宮
殿
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

ま
た
「
四
衆
」
と
『
金
光
明
経
』
の
受
持
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

世
尊
、
我
等
四
王
、
復
当
丁
勤
心
擁
－
一
護
是
王
及
国
人
民
一
、
為
丙
除
－
一
衰
患
一
令
レ
得
乙
安
隠
甲
、
世
尊
、
若
有
－
一
比
丘
比
丘
尼
優
婆
京
優
婆
夷
一

受
＝
持
是
経
二
若
諸
人
王
有
＝
融
供
給
施
一
一
其
所
安
一
、
我
等
四
王
、
亦
当
令
－
一
是
王
及
国
人
民
一
切
安
限
具
足
無
官
忠
、
・
：
・
仏
誠
一
一
四
天
王

等
二
善
哉
善
哉
、
汝
等
四
王
、

・
・
当
レ
知
、
：
：
：
若
未
来
有
一
一
緒
人
王
一
聴
－
一
是
経
典
一
、
及
供
中
発
恭
下
敬
受
＝
持
是
経
一
四
郎
之
衆
よ
、

＠
 

主
則
為
安
＝
楽
利
z益
汝
等
間
王
及
飴
谷
属
無
量
百
千
諸
鬼
神
等
一
、

是

左
大
臣
阿
的
倉
梯
麻
呂
に
よ
る
四
天
王
寺
の
塔
の
仏
像
安
置
、
霊
桂
川
山
造
顕
は
、

「
金
光
明
経
』
の
「
四
天
王
品
」
の
所
説
に
も
と
ず
く
の

で
あ
り
、
ま
た
四
衆
の
屈
請
は
、

「
四
天
王
品
」
に
よ
る
仏
事
法
会
が
営
ま
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

さ
て
白
難
問
年
〈
六
五
三
〉
に
、
孝
徳
天
皇
と
の
対
立
が
表
面
化
し
、

皇
太
子
中
大
兄
が

母
の
皇
極
上
自
主
ら
と
共
に
、
大
和
の
飛
鳥
に
帰

っ
た
と
き
も
、
上
自
主
は
丈
六
釈
迦
繍
仏
像
を
携
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
飛
鳥
板
蓋
宮
で
即
位
し
て
後
、
飛
鳥
川
原
宮
↓
岡
本
宮
と
宮
を

遷
す
が
、
丈
六
繍
仏
像
は
、
そ
の
た
び
に
斉
明
天
皇
の
身
辺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。

百
済
と
新
緑
・
唐
と
の
関
係
が
緊
迫
化
し
た
斉
明
天
皇
六
年
ハ
六
六
O
）
に
、
有
司
は
勅
を
奉
じ
て
‘
百
の
一
向
座
、

飛
鳥
の
宮
廷
に
仁
王
般
若
会
を
設
け
た
（
時
間
…
縦
六
年
）
。
仁
王
般
若
会
は
、
百
の
仏
像
・
百
の
菩
薩
像
を
安
置
し
、
ま
た
百
の
高
座
に
百
の
法

『
仁
王
般
若
波
経
密
経
』
の
講
説
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
斉
明
天
皇
に
よ
る
仁
王
般
若
会
は
、
同
天
皇
の
造
顕
に
か
か
る
丈

百
の
納
袈
裟
を
造
り
、

師
を
屈
請
し
て
、

六
釈
迦
繍
仏
像
の
前
で
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ζ

の
と
き
、
吉
の
仏
・
菩
薩
像
が
用
意
せ
ら
れ
な
か
っ
た
乙
と
が
注
意
さ
れ
る
が
、
な
お
八

⑪
 

「
釈
迦
牟
尼
仏
井
羅
漢
像
一
鋪
」
を
安
置
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
参
考
に
せ
ら
れ
よ
う
。

世
紀
以
降
、
相
例
と
な
っ
た
宮
廷
の
仁
王
会
が
、

斉
明
天
皇
の
筑
紫
西
下
に
際
し
で
も
、
護
国
の
般
若
会
の
本
尊
と
せ
ら
れ
た
丈
六
繍
像
は
、
天
皇
の
身
辺
か
ら
離
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る



斉
明
天
皇
は
、
朝
倉
桶
広
庭
宮
で
崩
ず
る
が
、＠

 

寺
）
の
墨
書
を
も
っ
土
器
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
斉
明
天
阜
の
飛
鳥
川
原
宮
は
、
天
皇
の
崩
後
、
川
原
寺
に
な
っ
て
い
る
が
、
朝
食
宮
が
長
安

奈
良
朝
前
期
に
属
す
る
瓦
が
発
掘
さ
れ
、

ま
た
「
大

と
の
宮
祉
に
長
安
寺
廃
寺
が
あ
る
。

寺
に
変
っ
た
の
も
、
斉
明
天
’
活
の
仏
教
帰
依
、
と
く
に
丈
六
釈
迦
繍
仏
像
に
関
連
を
も
つ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

＠①①  

註『
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
」
裏
書
。

大
谷
光
照
『
唐
代
の
仏
教
儀
礼
』
一
九
頁
。

「
大
唐
西
域
記
』
八
、
摩
掲
陀
国
条
、
大
正
蔵
経
、
巻
五
十
一
、
九
一

六
頁
。
な
お
西
大
寺
の
成
道
会
も
、
一
二
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
（
『
延

喜
式
」
二
十
て
雅
楽
寮
条
）
。

加
藤
一
本
「
平
城
時
代
の
大
安
寺
に
関
し
て
」
の
（
『
国
事
』
四
七
の

四
）
。

足
立
以
「
大
安
寺
金
蛍
一
本
尊
に
就
い
て
」

⑦ ① 

（
「
日
本
彫
刻
史
の
研
究
』

天
智
朝
と
『
金
光
明
経
』

一
大
智
天
皇
の
時
代
に
は
、
大
和
に
二
つ
の
天
皇
家
の
寺
が
あ
っ
た
。

所
収
）
。

＠
「
太
子
伝
古
今
臼
録
抄
』
所
引
の
「
大
同
縁
起
」
に
よ
る
。

①
福
山
敏
男
「
初
期
の
四
天
王
寺
史
」
（
『
仏
教
芸
術
」
五
六
）

③
①
「
金
光
明
経
』
四
天
王
品
、
大
正
蔵
経
、
十
六
、
三
四
ニ
・
三
四
一

頁。『
延
喜
式
」
二
十
一
、
玄
蕃
寮
条
。

「
朝
倉
橘
広
庭
宮
遺
祉
」
（
『
福
岡
県
史
民
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報

告
書
」
九
・
十
・
十
一
一
）
。

⑬⑩  
一
つ
は
、
天
智
の
父
の
野
明
天
阜
の
発
願
に
な
る
百
済
寺
で
あ
り
、

つ
は
、
天
智
の
母
の
斉
明
天
阜
の
追
善
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
川
原
寺
で
あ
る
。さ

ら
に
静
明
の
子
の
天
成
天
内
引
に
よ
っ
て
、
百
済
寺
↓
高
市
大

百
済
寺
の
造
営
は
、
静
叫
の
弘
后
の
白
積
極
天
皇
に
よ
っ
て
継
承
せ
ち
れ
、

「
会
光
明
緩
』
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

寺
↓
大
宮
大
寺
と
拡
大
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
。
諸
寺
の
最
高
位
に
位
置
し
、
そ
し
て
国
家
仏
教
を
象
徴
す
る
大
官
大
寺
は
、
や
が
て
大
安
寺
と



『
金
光
明
経
』
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
〉

「
淡
海
大
津
宮
御
字
、
天
皇
泰
造
而
請
坐
者
」
し
た
「
丈
立
即
像
」
や
「
即
四
天
王
像
」
、
す
な
わ
弘

①
 

乾
漆
の
釈
迦
三
尊
像
や
四
天
王
像
が
安
直
せ
ら
れ
、
ま
た
既
述
の
よ
う
に
、
空
極
上
皇
造
顕
の
丈
六
釈
迦
繍
仏
像
も
奉
安
せ
ら
れ
て
い
た
。

改
名
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
金
堂
に
は
、

斉
明
天
王
の
飛
鳥
川
原
宮
は
、
天
内
一
七
の
死
後
、
川
原
寺
と
き
れ
た
。
芥
明
天
皇
の
十
三
回
忌
に
あ
た
る
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
〉
に
、
川

原
寺
で
一
切
経
を
書
写
せ
し
め
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
と
（
立
問
一
一
一
年
）
、

ζ

の
頃
に
は
、
竣
功
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
智
天
阜
の
時

代
に
僧
官
と
し
て
設
け
ら
れ
た
二
名
の
佐
官
は
（
刊
式
一
店
年
）
、
百
済
寺
お
よ
び
川
原
点
寸
の
き
主
ク
ラ
ス
の
上
位
僧
を
も
っ
て
補
任
せ
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

天
智
天
沼
の
近
江
大
津
宮
の
内
裏
に
は
、

「
仏
殿
」
が
あ
っ
た
。
と
の
仏
殿
は
、
天
皇
の
私
的
な
仏
教
帰
依
の
場
で
あ
る
が

そ
の
始
源

は
、
天
智
の
の
〈
の
釘
明
天
皇
の
百
済
宮
に
発
し
て
い
た
。

天
智
天
日
十
年
（
六
七
一
）
に
、
天
皇
は
府
臥
し
、
祈
病
の
た
め
に
内
裏
で
百
仏
の
開
眼
が
行
わ
れ
た
。

山
川
ポ
嗣
に
擬
せ
ら
れ
た
ロ
太
弟
大
海

人
里
子
が
、
天
智
の
勧
め
る
即
位
を
砕
し
、
賢
廷
を
剃
っ
て
出
家
の
儀
を
行
っ
た
の
は
、

「
内
裏
の
仏
股
の
南
」
で
あ
っ
た
。
大
津
宮
に
は
、

百
済
寺
・
川
原
寺
の
佐
官
僧
な
ど
が
出
入
し
て
い
た
。

大
海
人
皇
子
が
妃
や
子
女
を
つ
れ
て
吉
野
陀
去
っ
た
後
、
太
政
大
臣
大
友
皇
子
、
左
大
臣
蘇
我
赤
兄
、

右
大
臣
中
臣
金
ら
の
六
名
の
高
官

「
内
一
美
の
西
殿
の
織
仏
像
の
前
」
で
、
天
阜
の
詔
の
遵
守
を
誓
っ
た
。
ま
ず
大
友
皇
子
が
香
舗
を
執
り
、
立
っ
て
仏
前
に
進
み
、

ろ
げ
た
ま
わ

心
を
同
じ
く
し
て
天
皇
の
諸
を
奉
る
。
若
し
逢
う
ζ

と
有
ら
ば
、
必
ず
天
罰
を
被
ら
む
」
と
誓
い
、
左
大
臣
以
下
次
々
に
立
っ
て
手
に
季
競

；ま

「
六
人

を
も
ち
、
泣
血
誓
盟
し
て
、

「
臣
等
五
人
、
殿
下
に
随
い
て
、
天
白
需
の
詔
を
奉
る
、
若
し
追
う
ζ

と
有
ら
ば
、
四
天
王
打
た
む
、
天
村
地
祇
、

亦
慢
談
罰
せ
む
、
一
ニ
十
三
天
、
此
の
事
を
証
め
知
し
め
せ
、
子
孫
当
に
絶
え
、
家
門
必
ず
亡
び
む
か
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
数
日
後
、
五
大
官

は
大
友
’
弘
子
を
奉
じ
、
天
智
米
自
況
の
前
に
お
い
て
も
誓
盟
を
く
り
か
え
し
た
。

さ
て
大
友
皇
子
以
下
の
高
官
が
焼
香
誓
盟
し
た
「
内
裏
の
西
殿
の
織
仏
像
」
は
、

釈
迦
仏
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

「
若
有
レ
違
者
、



四
天
王
打
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
天
王
像
が
安
置
せ
ら
れ
て
い
た
乙
と
も
知
ら
れ
る
が
、

乙
れ
は
『
金
光
明
経
』
の
謹
世
の
四
天
王
に
ほ
か

な
ら
な
い

た
と
え
ば
、

爾
時
四
王
復
白
レ
仏
言
、
世
尊
、
・
：
・
亦
当
護
下
念
総
ニ
是
経
典
一
諸
国
王
等
及
其
人
民
上
、
除
二
其
患
難
一
悉
令
v

一
安
隠
一
、
他
方
怨
賊
亦
使
一
一

＠
 

退
散
一
、

と
あ
る
よ
う
に
、
凶
王
や
人
民
の
患
難
を
除
き
、
怨
賊
を
退
散
せ
し
め
る
の
は
、
四
天
王
の
任
務
で
あ
る
。

ま
た
「
天
神
地
祇
亦
復
蒜
罰
」
の
「
天
神
地
祇
」
は
、
四
天
王
の
谷
属
で
あ
る
「
天
龍
・
鬼
神
」
な
い
し
「
功
徳
天
神
・
堅
牢
地
神
L
K
示

唆
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
経
典
供
達
の
た
め
の
焼
香
の
功
徳
を
説
く
条
に
、

「
三
十
三
天
」
が
あ
ら
わ
れ
る

仏
告
一
両
日
王
司
、
口
正
肴
葦
光
明
非
ニ
一
但
豆
ニ
汝
問
王
宮
殿
二
何
以
故
、
円
辺
諸
人
王
手
撃
－
一
呑
錨
一
、
供
二
義
経
－
時
立
（
肴
遍
布
、
於
二
念
出
一
遍

至
一
一
一
一
千
大
千
世
界
、
百
億
日
月
、
百
億
大
海
、
百
億
須
弥
山
、
百
億
大
鉄
園
山
小
鉄
園
山
及
諸
山
王
、
百
億
四
天
下
、

＠
 

百
億
一
二
十
一
一
一
天
、
乃
至
百
億
非
想
非
非
想
天
一
、

百
億
四
天
王
、

天
智
天
引
の
死
を
目
前
に
し
、
深
刻
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
近
江
朝
廷
で
は
、
内
裏
の
西
殿
の
釈
迦
織
仏
像
の
前
で
、

『
金
光
明
経
』
の
所

説
に
よ
る
法
会
吾
修
し
、
太
政
大
臣
大
友
日
子
以
下
の
高
官
が
、
同
心
奉
詔
の
誓
盟
を
厳
重
に
か
わ
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
護
国
の
経
典
で

あ
る
『
金
光
明
経
」
は
、
近
江
朝
廷
の
中
杭
部
の
政
治
的
結
束
の
紐
帯
の
役
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
と
き
大
海
人
皇
子
が
、
政
治
的
世
界
か
ら
の
訣
別
を
意
図
し
、

「
内
裏
」
の
仏
殿
の
南
で
剃
髪
し
て
沙
門
と
な
り
、
仏
道
修
行
の
た
め

K
吉
野
に
入
っ
た
の
は
、
蘇
我
氏
滅
亡
直
後
の
古
人
大
兄
里
子
の
先
例
を
想
起
せ
し
め
る
が
、
と
も
あ
れ
、
内
裏
面
殿
の
織
仏
像
前
の
泣
血
誓

間
と
い
い
、
大
海
人

ι子
の
出
家
と
い
い
、
い
ず
れ
も
政
治
的
意
義
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ζ

れ
を
「
国
家
仏
教
」
に
結
び
つ
け
る
ζ

と

は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
仏
教
は
、
百
前
寺
や
川
原
寺
と
同
じ
く
、

「
私
的
」
な
「
宮
廷
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
『
金
光

明
経
』
に
よ
る
本
給
的
な
国
家
仏
教
の
成
立
は
、
天
武
天
皇
の
時
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
金
光
明
経
」
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）



『
金
光
明
経
』
の
受
用
と
飛
鳥
仏
教
（
田
村
）

① 

註『
大
安
寺
伽
監
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』

四

①
③
『
金
光
明
経
』
四
天
王
品
、
大
正
蔵
経
、
巻
十
六
、
三
四
一
二
ニ
四

ニ
頁



The Acceptance of the Suvarna-Prabhasa Cf1tYC)JJ]f,¥) 

and the Asuka Buddhism 

Encho TAMURA 

It was in 642, the first year of the reign of Empress 

Kogyoku, that a ceremony was held to pray to Buddha for 

bestowing rain, and Minister Emishi Soga precided it. This attempt, 

however, was no success, and Empress Kogyoku prayed to Japanese 

native gods for rain, which did bring much rain on droughty fields. 

Here we must pay attention to the fact that the Buddhistic 

ceremony performed was based on the precept of the 

Suvarna-prabhasa 

The Suvarna-prabhasa is one of the sutras to expound on the 

protection of a nation by virtue of Buddhistic doctrine. The idea is 

that those nations that observe the law of this sutra can get rid of 

any inner or external misfortune by the backing power of the gods 

who defend the law of Buddhism, among whom are the 

Catasrah-maha rajikah (P!D:±) or the four heavenly guardians. 

Although so-called the Asuka Buddhism may be included 

under the category of the clan Buddhism, they used as their 

scripture the sacred books which were supposed to protect a nation. 

Incidentally Minister Emishi Soga pretended to be the head of Japan. 

At the palace of Naniwa, Empress Kogyoku made a drapery 

about 4.82m in height, in which were embroidered Buddhist images. 

The central image is Sakyamuni buddha CTRJtfilif:JE{L) and it is 

clear that those images were based on the patterns described in the 

Suvarna -prabhasa. 

At the Emperor Tenchi's palace of Otsu in Omi province, 



there was also an embroidered image of Sakyamuni-buddha of the 

same height, in front of which prince Otomo, the prime Minister, 

and the five dignites burnt incense and swore to observe the 

rescript of Emperor Tenchi. It was believed that if they shouid be 

forsworn, they would be forsaken by the Catasrah-maha-rajika. 
But at that time, the Suvarna-prabhosa was only a part of 

the private Buddhism belonging to the Imperial Court and it had to 

wait for the period of Emperor Temmu to be a leading sutra of 

the national Buddhism. 

The establishment of the law-system was a remote cause of 

the change of the character of Buddhism--·---from the Buddhism of 

a clan or the Imperial Court to a nation-wide religion, and the 

Suvarna·-Prabhasa and the Ninn-o-han-nya-ha-ra-mitsu-kyo ( t::=E 
JlYJ;c;iSzfre\EU) supplied the doctrine to this national Buddhism. 




